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令和４年度 第２回 横浜市環境影響評価審査会 会議録 

日  時 令和４年５月31日（火）13時33分 ～ 15時07分 

開催場所 横浜市役所18階 みなと１・２・３会議室 

出席委員 
奥委員（会長）、菊本委員（副会長）、酒井委員、田中修三委員、田中伸治委

員、中西委員、藤井委員、横田委員 

欠席委員 
上野委員、押田委員、片谷委員、五嶋委員、田中稲子委員、藤倉委員、宮澤

委員 

開催形態 公開（傍聴者７人） 

議  題 
１ ２０２７年国際園芸博覧会 環境影響評価方法書について 

２ （仮称）北仲通北地区B-1地区新築工事 環境影響評価方法書について 

決定事項 令和４年度第１回横浜市環境影響評価審査会会議録を確定する 

 議事 

１ 令和４年度第１回横浜市環境影響評価審査会会議録を確定した。 

 

２ 議題 

（１）２０２７年国際園芸博覧会 環境影響評価方法書について 

ア 諮問 

イ 環境影響評価方法書手続について事務局が説明した。 

 質疑 特になし 

ウ 環境影響評価方法書概要について事業者が説明した。 

エ 質疑 

【奥会 長 】 御説明ありがとうございました。それでは、ただいまの説明について、

委員の方から御質問、御意見ありましたらお願いしたいと思います。 

挙手をしていただきましたら、私の方で指名をさせていただきます。い

かがでしょうか。はいどうぞ、藤井委員、お願いします。 

【藤井委員】 すいません、御説明ありがとうございます。２点ほど、伺いたい点と、

もしよろしければ修正をお願いしたいのです。 

１点目が、スライドの10ページにあった（景観計画の）基本的な考え方

のところなのですが、⑤のところに「五感で感じる景観づくり」というの

があるのです。ここだけを見ると、視覚と嗅覚という部分は分かるのです

けれども、他の、五感なので味覚、触覚、あと聴覚ですか、「五感で感じ

る景観」というぐらいなので、そういうところも何か考えられていると思

うのです。その部分についてどういうことを考えられているか、今分かり

ましたら教えていただきたいと思います。 

もう１点が、調査方法の書き方の部分なのですけれども、「資料」を全

部、表の中で「資料」という表現をされていますよね、今現在。それがも

のすごくなんか分かりにくくてですね。いろいろなところ全て、表の中に

「資料」というものが書かれていて、方法書の中を見ると、その「資料」

について何かという説明も書いてあるのですけれども、これが非常に方法

書を見ていても分かりにくくてですね。もし可能であれば、表の中に「資

料」というふうに入れるのではなくて、その各表の上の説明のところに、

土地区画整理事業、公園整備事業の資料から引用した調査方法は以下のと

おりである、みたいな書き方の方がいいのではないかと、ちょっと考えて

おります。この表がずっと全部並ぶと、この「資料」というのが調査方法
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という項目の中に「資料」と書かれていて、その資料の調査方法という

と、何のことかというのを最初の、方法書だと 6-1（ページ）のところま

で遡らないと分からないものになってしまうので、そこは修正し、準備書

の段階になるのかと思いますけれど、修正した方がいいのかなと思いまし

た。２点以上です。 

【奥 会 長 】 では、まず１点目、五感で感じるという、五感ですね。具体的にどうい

うことを考えていらっしゃるのか。 

【事 業 者 】 はい、よろしくお願いします。今こちらの方に基本的な考え方をお示し

している中に、五感ということがあるのですけれども、味覚だとか、触覚

みたいなところが分かりづらいというところはあると思うのです。私ども

この園芸博覧会の中では、やはり「食」というのも非常に重要かなという

ことで、農産物を味わっていただくですとか、そういうことを考えている

わけなのです。それを食べている方、作っている方といったところのです

ね、そういった活動しているところも、一つの風景になってくるのではな

いかなというふうに感じているところでございます。触覚なども、場合に

よっては植物、触ることができるというようなものもあると思います。そ

ういうことで自然をしっかり感じ取っていただいて、ここでの体感、場合

によってはバーチャルということもあるかもしれませんけれども、そこで

多くの方に感じていただき学んでいただく、そういった景観づくり、全体

を通して景観づくりという言葉を使わせていただいているのです。そんな

ふうに感じているところでございます。 

それからもう１点、表の中の表現が分かりづらいということだったので

すが、これは、今方法書の方は図書としてもう既に縦覧しているところな

のですが、それの差し替えというような御指示ですか、それとも、これか

ら準備書を作成していくわけなのですが、そういった中で修正をした方が

いいのではないかの、どちらのことをおっしゃっておられますか。私ども

としては、できれば今御指摘いただいて、非常に分かりづらいというとこ

ろに関しては、準備書の中で表現なんかについては改めさせていただけな

いかなというふうに思っている次第でございます。 

【奥 会 長 】 藤井委員、分かりづらいというのは、方法書の本体の方に、例えば既存

資料というふうに書いてある場合に、その資料が何を指すのか分からない

ということですか。 

【藤井委員】 まず、方法書を今すぐ直して欲しいという話ではなくて、準備書の段階

で構わないのですけれども、その表の中に、列として「資料」と書かれて

いるこの書き方がすごく分かりにくいと思うのです。 

【奥 会 長 】 列として、「資料」、なるほど。 

【藤井委員】 要は、この調査方法の中に列があって、そこに「資料」と書いてある

が、分かりにくいです。これがどういう意味なのかというのを考えて探し

ていると、この（方法書）6－1（ページ）というところまで戻ると書いて

あるのです。これは縦覧するときもすごく分かりにくいと思うので、各表

の上の文章のところ、要は表の説明、各ページの文章ですね、そこに、

「土地区画整理事業と公園整備事業から引用する調査の方法は以下のとお

りです」というようなものにした方がいいのではないかという提案です。

方法書で直してほしいというものではないということは御理解いただけれ

ばと思います。 
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【奥 会 長 】 はい、よろしいでしょうか。 

【事 業 者 】 ありがとうございます。表現なんかについては、事務局ともよく相談し

まして、より分かりやすい形で準備書の中では整理していきたいなと思っ

ております。よろしくお願いします。 

【奥 会 長 】 よろしくお願いいたします。藤井委員よろしいですか。 

【藤井委員】 はい、ありがとうございます。 

【奥 会 長 】 それでは、横田委員どうぞ。 

【横田委員】 はい、ありがとうございます。事業計画について２点と、生態系と景観

についてお伺いしたい点がございます。 

事業計画なのですけれども、公園整備事業が令和５年度から着工で、こ

の園芸博覧会は令和９年ということですけれども、ごめんなさい、工事着

工は令和６年度ですね、まずベースラインをどこに置くのかということを

きちんと共通的に理解することが大事なのかなと思っています。公園整備

事業が着手されている状況下で工事着手されるのですけれども、まず公園

整備事業による影響というのをどういった状態で調査されるのかというこ

とですね。これを教えていただきたいと思います。 

【奥 会 長 】 まず、その点、お答えいただければと思います。 

【事 業 者 】 すいません。私どものその工事に関しては、土地区画整理事業で基盤を

整備し、その後、公園整備事業の方で園路ですとかそういったある意味公

園の基盤の部分を公園整備事業で整備していただいた上に、園芸博覧会の

会場を整備していくという流れになっております。公園整備事業につい

て、私どもの園芸博覧会の会期中は、今我々がやっているエリアに関して

は工事を止めていただいて、我々の方で園芸博覧会の方を運営するという

形になります。公園整備事業の方とその調査ということなのですけれど

も、まず、今何も手を触れてない状況の調査がデータとしてあります。そ

のあとに土地区画整理事業の方で、ある時点のところで整備をするという

ような時点があって、そのあと公園整備事業が工事に入り、それぞれが環

境アセスメントの中で調査、予測、評価をしていくということになりま

す。それぞれの時点のそういった状況を踏まえて、私どもの園芸博覧会に

整備する内容を重ね合わせまして、どのぐらい我々の事業の方が周辺環境

に影響を与えているのかというような、そのような形で調査、それから評

価をしていきたいというふうに考えているところでございます。すいませ

ん、先生の御質問にちゃんと答えられるかちょっと自信がないのですが、

すいません、もう一度補足的にも御質問いただければとお願いします。 

【横田委員】 はい、ありがとうございます。土地区画整理事業の前の状況は、今現在

と考えたときに、この公園整備事業は土地区画整理事業のアセスのデータ

を用いて影響予測されていたと思うのですね。でも、この開発事業（本事

業）は、土地区画整理事業や公園整備事業の影響が加わったあとに開始さ

れるものだというふうに理解しているのです。そうしたときに、オリジナ

ルのものだけではなくて、改変後の影響というものが分かるのではないで

しょうかということですね。ですので、改変後の状況を踏まえて、データ

の見直し、アップデートをするということはお考えであるのかどうかとい

うことになります。 

【事 業 者 】 すいません。よろしくお願います。なかなかアップデートというのも難

しいのですが、土地区画整理事業も公園整備事業もそれぞれが事業をした
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ときの影響ということは、実際にその場で調査はしなくても予測をした結

果というのが出ているわけなのだと思います。それを我々の方でデータと

して活用させていただいて、それをその時点はそういう状況で、そこから

我々着工したときにどういう形で影響が出てくるのかということを、ある

意味予測の予測ではないのですけれども、そういう形で対応できればなと

思います。また、工事を進める中で我々の手続きの方が今一番最後になる

わけなのですけれども、実際にその着手する中で何か影響が出てきたとい

うようなものがもしあれば、そういった部分についてはまたアップデート

しながら、準備書それから評価書のところに生かせるものについては生か

していきたいというふうに考えているところでございます。 

【横田委員】 はい、具体的な予測データの方で確認できればいいかと思うのですけれ

ども、心配されるのは、公園整備事業のその影響の中にすべて入れ込まれ

てしまうようなアセスにならないのかということですね。例えばですけれ

ども、人の影響というのは、この公園整備事業で予測される影響とその来

場者によって予測される影響は多分全然違うと思うのですよね。そのよう

に、公園整備事業と、この開発事業（本事業）とでは影響の質が違うもの

が公園整備事業の影響として包含されてしまわないかということが一つ心

配している点です。また検討いただければと思います。 

あと、グリーンインフラの考え方をお示しいただいたのですけれども、

「自然地形を活かした会場づくり」と御説明されていたと思います。は

い、ここ（スライド９ページ）ですね。その「自然地形を活かした会場づ

くり」という場所で、相沢川の切り回しをしたところであるとか、和泉川

の上流域の調整池を地上式にしたところですね。こういったところの「自

然地形を活かした会場づくり」とは、どういうふうにお考えなのかという

ことをお伺いしたいなと思います。 

【奥 会 長 】 はい、お願いします。 

【事 業 者 】 ありがとうございます。「自然地形を活かした会場づくり」ということ

なのですけれども、やはり私ども、せっかく土地区画整理事業の中で新た

に生物の生息空間を創設していくと、造っていくということを土地区画整

理事業の中で確認しておりますので、そういったものをしっかり生かしな

がら、園芸博覧会の会場づくりをしていきたいというふうに考えていると

ころでございます。相沢川のその部分については、土地区画整理事業でも

いろいろ考えて、ここの環境をどういう形で保全していくのかというのを

今まさに調整しているというふうに聞いております。この結果を生かしな

がら、和泉川も同じですけれども、そういう形でしっかり整備をしていき

たいというふうに考えています。また、そういった生物の生息空間の扱い

なんかについては、せっかく多くの方が来場していただけるようなそんな

園芸博覧会にしたいと思っていますので、そういった環境が瀬谷の原風景

といいましょうか、日本の原風景といったところも、もしかしたら感じて

いただけるようなものになるかもしれません。そういったものをしっかり

生かしていきたいなというふうに思っております。 

【奥 会 長 】 横田委員、どうですか。 

【横田委員】 はい。では、続けて、生態系の方に移らせていただきます。今おっしゃ

られたような今後の検討の範囲なのかもしれませんけれども、例えば、影

響として示されているものとしては、会場の配置計画で相沢川の切り回し
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のところの北側ですね、水辺空間の保全エリアの北側になるのですけれど

も、中央の旧相沢川の北側です。（スライド 15 ページの図の）色が黄色か

らオレンジにグラデーションがかかっているところです。ここですとか、

南東部で和泉川源流域ですと、飲食施設と書いてあるところの周辺でしょ

うか。そのあたりの影響がどうもよく見えないのですけれども、どういう

影響が生じると考えられるのかということと、あまり調査地点にここが入

っていないので、どのようにモニタリングされるのかということをお伺い

したいなと思いました。 

【事 業 者 】 よろしいでしょうか。ありがとうございます。相沢川の北側の、この今

の図面（スライド15ページの図）なのですけれども、まだ土地区画整理事

業の方もどの範囲まで、これちょっとイメージでしかお示しできてないの

です。水辺空間の保全、生態系への配慮したそういった生物生息空間をど

の範囲にするのかといったところは、まだちょっと調整中だというふうに

聞いております。そういう意味では、そういった結果を踏まえてしっかり

それを生かしていくということになりまして、この北側のオレンジのエリ

アもどこまで保全空間にしていくのか、ちょっとその絵（スライド15ペー

ジの図）は、これはイメージでしかないのですが、その辺は土地区画整理

事業とよく調整しながらですね、保全活用していきたいと考えています。

それから、和泉川のこれも北側のことですかね。ここの部分（南東部の

「水辺空間等の保全・活用」部分）についてはですね、土地区画整理事業

の中でも同じく生物の生息空間として保全するのだということが謳われて

いますので、それを活用していくということになっています。また、この

中でもオープンの調整池ですね、雨水流出抑制施設を整備するというよう

な話も聞いていますので、その辺の計画を踏まえながら、我々もそれを活

用しながら、またそこの中で生物の生息空間を造った、せっかく創造した

ということであれば、それをちゃんと生かした、また保全できるような、

そういった園芸博覧会の会場づくりをしていきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

【奥 会 長 】 はい、横田委員。 

【横田委員】 今示していただいたエリアは、せっかく保全をしたエリアではなくて、

あの切り回しの議論をたくさんの土地区画整理事業（の審議）の中で行っ

て、埋めるということが決まったエリアというふうに北側は認識していま

すし、南側は水辺・生態系の保全のために、調整池を地上化しようという

ふうに議論していたエリアというふうに認識しています。それが継承され

ていないというのは、とても納得がなかなかいかないふうに思いますの

で、きちんと利用の目的があっての、そういう造成だというふうに思って

いましたので、そういった考え方を示していただくか、さらなる保全が可

能なのであれば、やはり自然地形を生かした保全をもう一度考え直してい

ただくということは大事なことじゃないかなというように思います。また

検討をお願いします。 

それから景観に関してなのですけれども、やはり同じように公園整備事

業の方でちょっと申し上げたのですけれども、この風致地区の方に、市民

の森の方に日本庭園を造られたりとかする影響ですね、これはきちんとや

はり園芸博覧会影響として評価をしていただきたいというのが、私の希望

する点です。こういった施設がこの園芸博覧会後にどういう形で残るの
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か、撤去とおっしゃっていますけれども、どの範囲が残るのかという情報

がないと、撤去された後のことを想定できないので、そういった最終的に

残る環境をきちんとお示ししていただきたいなというふうに思います。今

現在で何か情報がありましたら、お願いします。 

【奥 会 長 】 はい、お願いいたします。 

【事 業 者 】 ありがとうございます。日本庭園と書かれているものに、今のこの図面

（スライド15ページの図）に日本庭園と書かれている部分なのですけれど

も、市民の森との林縁部にありますので、これについては図面（スライド

15 ページの図）のように、東側のエリアですけれど中央部の方に少しずら

していくというふうにしております。これは、図面（スライド15ページの

図）の方に書いてありますけれども、生物の生息空間にしっかり配慮して

いこうということで、林縁部ですとか、重要な部分に関しては、多くの人

が、来場者が一度に来て、長い時間滞在するようなそういった施設はでき

るだけ設置しないように、我々としても配置をしっかり考えていきたいと

いうふうに思っているところでございます。 

それから撤去する、どれを撤去してどれを残すのかということなのです

が、これについては今まさにあの公園整備事業と調整しながら、どれを残

していくのかといったところは、整理しているところでございます。公園

整備事業の中で残していくものというのが明確になれば、また、今後この

審査会の中でお示しできるような状況になりましたら、そういったものを

お示しできるかなと思います。園芸博覧会、半年間のイベントでございま

すので、どうしても多くの施設というのは撤去していくと、仮設のものを

造っていくということをせざるを得ないということでございます。その辺

については、残すものについてはしっかり活用し、撤去できるものについ

ては、将来的にそれが廃棄物になったりですとか、環境への負荷が出るよ

うなそういったことにならないように、リユース、リースでやるですと

か、いろいろな、様々な方法で環境への負荷をなるべく低減していきたい

というふうに考えているところでございます。 

【奥 会 長 】 はい、横田委員。 

【横田委員】 

 

ちょっと御説明が曖昧かなというふうに思います。非常に簡潔に申し上

げると、結局地形などは土地区画整理事業で改変し、この公園の基盤環境

は公園整備事業で整備するので、上物だけを使用しますという事業だとい

うふうに御説明されるのであれば、やはりその上物の配置であるとか、構

成であるとか質というものが、きちんと明示されたり、あるいは、それが

こういった形で上物として残るとか、ということが分からないと、なかな

か議論が難しいなというふうに思います。できるだけ具体化していただけ

ればと思います。以上です。 

【奥 会 長 】 そこは非常に重要な点です。この会場配置計画は、いつの時点で固まっ

てくるとおっしゃいましたか、先ほどの御説明の中で。来月ですか。 

【事 業 者 】 今、そうですね。来月中に一度、基本計画案という形で取りまとめして

いくと。そのあとに公表していくという流れになります。そのあと、やは

り園芸博覧会の計画というのは、出展していただく国ですとか、企業です

とかそういった方を募って、整理していくということになりますので、ま

た基本計画案をさらにブラッシュアップして、基本計画というものを取り

まとめると。それは、年内を目途にやれたらというふうに思っているので
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すが、そういった順を追って、整備計画は固まってくると。更に出展者の

方での建物、細かないろいろ建物や構造物というものがあるのですが、そ

ういったものが決まってくるというのは、かなりもう少し後になってこな

いと、具体的にここにこのぐらいの規模というのは、なかなか出てこない

のかなと。ゾーニングでこのエリアはというのは、一定程度お見せできる

とは思うのですが、そんな流れになると思います。しかしながら、今ちょ

っとお見せしているこの会場配置計画、これはあまりにもゾーニングとい

いましょうか、考え方を示したものでございますので、基本計画案という

６月に取りまとめる予定のものに関してはですね、もう少し具体的に配置

や規模といったものが見えるようなものが公表される予定になってござい

ますので、次回以降の審査会の中でお見せできるような段階になりました

ら、そこで御紹介できればなというふうに思っているところでございま

す。 

【奥 会 長 】 はい、その際に何を土地区画整理事業でやって、何を公園整備事業の方

でやって、そして今回の園芸博覧会の方ではどこを整備するのか、その後

撤去する部分がどこなのか、そこをやはり分かるようにしていただくこと

も必要だと思いますので、そこも心に留めておいていただいて、資料を出

していただければと思います。 

【事 業 者 】 分かりました。できる限り整理させていただければと思っています。 

【奥 会 長 】 お願いいたします。それでは、すみません。田中伸治委員、先に手を上

げていらっしゃいました。お願いします。 

【田中伸治委員】 御説明ありがとうございました。私からはですね、交通とか地域社会の

ことについて何点かお聞きしたいと思います。まずは、スライドの16ペー

ジの方で、駐車場区域やバスターミナルの御説明があったのですけれど

も、このバスターミナルの位置が環状４号線の西側ということなのです

が、そうすると、バスを降りた来場者は道路を横断して会場のメインの部

分に行くと思います。ここの横断方法がどのようになっているのか、立体

の横断歩道橋を造るのか、あるいは平面で道路を横断するのか。仮に平面

の場合は、「安全性の確保に留意する」とおっしゃっていましたけれど

も、歩行者が渡っている間は、車はそこを通れなくなりますので、車の処

理の方にも影響が出ます。そのあたりどうお考えになっているかというと

ころが１点目です。 

それから、次は（スライド）18ページ、19ページで、輸送計画の御説明

があったのですけれども、今回、鉄道で会場に直接アクセスはできなくな

ったようなので、基本的には道路上の車・バスで来場するということにな

ると思うのです。期間中 1,000 万人の来場者があるということなのですけ

れども、これを本当に運べるような輸送計画になっているのかなとちょっ

と思いました。180日間で 1,000万人だと、1日あたり５、６万人運ぶ必要

がありまして、平日・休日ありますので、休日は 1日 10万人ぐらいは来る

のかなと思います。仮に、最も人数が運べるバスに全て乗ってもらうとし

ても、バス 1 台に 80 人が乗るのがやっとかと思いますので、そうすると

1,250 台必要です。日本で一番バスがたくさん走っている町が福岡にある

のですけれども、そこでも１時間に 120 本ぐらいしか走らせられないとい

うことで、仮にこれだけ走っても10時間かかってしまうというようなこと

になります。10 万人を１日で運ぼうとするとですね。こうしたことを考え
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ると、本当に、会場に今回来場者をきちんと運べるような輸送計画ができ

るのかなというふうなところも思います。それに伴ってですね、周辺への

影響、あるいは地域の方への影響も出てくるかと思いますので、このあた

りの輸送計画を、もっと詳細に示していただくことは環境影響評価の上で

も必要かなというふうに思います。直感的には、この環状４号線、来場者

のバスの専用道路ぐらいにしないと運べないのではないかなとか、あるい

は自家用車で会場に直接アクセスすることは全てやめて、身体障害者の方

のみとかに限定しないと、とても無理ではないかなというふうには感じま

した。 

次に３点目はですね、スライドの 85（ページ）で、地域社会について交

通調査地点を示していただいたのですけれども、これとは別に域外にパー

クアンドライドの駐車場を設けて、そこからシャトルバスで会場に運ぶと

いうこともおっしゃっていました。そうしますと、10 キロ圏内ぐらいとお

っしゃっていましたけれども、外側に設けるパークアンドライド駐車場の

周辺でも当然、交通混雑が発生するかと思いますので、その周辺でも現況

調査をしておく必要があるのではないかなというふうに思います。その調

査をした上で、影響予測していただく必要があるかと思いますが、そのあ

たりをどうお考えになっているかということを教えていただきたいです。 

そして、最後です。（スライド）87 ページなどで予測手法ということ

で、関係車両、あるいは工事用車両も予測しますということになっていま

す。予測の方法としては、よくある交差点の需要率などを求めるのかなと

思うのですけれども、これだけ大きなイベントですと、交通の制御の仕方

ですね、それから信号の秒数の設定の仕方なども現状と大きく変わること

が想定されます。それらをきちんと設定した上で予測を行わないと、交差

点需要率や混雑度などの数値も正しいものが出せないので、そのあたりを

ですね、これは輸送計画が決まってこないと、そこも決まらないわけなの

ですけれども、それらをきちんと設定した上で、予測評価を行っていただ

きたいという、これはコメントになります。以上です。 

【奥 会 長 】 はい、ありがとうございます。今、４点御質問と御指摘ありましたが、

いかがですか。 

【事 業 者 】 よろしくお願いします。まず、１点目のですね、バスターミナルからの

オーダーについて御説明します。（スライド）16 ページですかね。これに

ついては、申し訳ありません。まだちょっとですね、十分整理ができてい

ないのですが、環状４号の、バスターミナルがこの位置は現時点で決めて

いまして、そこからどうやって安全にこれを横断して、会場の方に行くの

かは、平面の横断というやり方もありますし、立体というやり方もあると

思います。この辺については、何が一番効率的なのかといったところも含

めて、また効果的であるのかということも含めて、今後しっかり整理して

いきたいなというふうに考えているところでございます。また、やはり人

的な措置といいましょうか、警備員ですとか、安全誘導員みたいなものを

置いていくことは当然のことですので、そういったことも合わせながら、

安全対策というのをしっかり考えていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。これからということでございます。 

それから、輸送の計画なのですが、当初の新交通が今これは園芸博覧会

までに間に合わないということもあって、今まさに輸送計画については練

り直しているというか、横浜市と連携しながら調整しているところでござ
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いまして、1,000 万人のその来場者に対して、ピークで休日なんかは 10 万

人ぐらい来るのではないかという御指摘もあったわけなのですけれども、

こういった方たちがストレスなくといいましょうか、定時性で、また速達

性のあるようなですね、そういった交通手段、何が効率的なのかというと

ころも含めて調整していきたいと思っています。基本的には、やはり公共

交通を使っていただき、シャトルバスですとかピストンみたいな形で輸送

していくことを中心に考えていくのかなというところなのです。今、まだ

交通分担率の精査もこれからしっかりやっていかなければいけないような

状況でございますので、これについても準備書に向けて、しっかり整理し

ていきたいなというところでございます。 

それから３点目、パークアンドライドでございますが、これについても

いくつか候補を作りまして、それについて、どこが一番効率的なのか、何

か所がいいのかといったところも今整理しているところでございます。た

だ、これについても候補地をいくつか選定、これから絞っていくことにな

るのですが、そこの地域の方もいらっしゃいますし、そういったところも

あるので、またこれについてはもう少ししっかり整理してお見せできたら

なというところでございます。こういったパークアンドライドについて

は、できるだけその場所の環境を満たす、今の現況よりも負荷がかからな

いように、軽減できるようにということで、例えばなのですけれども、既

にもう今駐車場として使われているような施設ですとか、なるべく大きな

工事造成を伴わないような形で駐車場として利用できるような場所といっ

たところをいくつか選定して、そこからこの会場により効率的に行けるル

ートというのも合わせて検討し、選定していきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

あと４点目のコメントについては、いただいた御意見を踏まえて、しっ

かり整理していきたいなというふうに考えているところでございます。 

以上でございます。 

【奥 会 長 】 田中伸治委員、いかがですか。 

【田中伸治委員】 はい、御回答ありがとうございます。そうすると、この方法書の審議の

段階では、これ以上は分からないということになりますでしょうか。 

【奥 会 長 】 どうでしょう。 

【事 業 者 】 そうですね。今お答えした範疇になります。お示ししている資料の範疇

という形になります。今回、方法書ということでございますので、環境に

影響を与える項目の選定とそれからその調査方法ということをお示しする

ということでございまして、具体的なところについては具体的な輸送計画

についてはもう少ししっかり整理して、お見せできるように調整したいと

思っております。 

【田中伸治委員】 それは、準備書では明らかになると思っていてよろしいでしょうか。 

【事 業 者 】 交通計画をこれからしっかり輸送計画ですね、しっかり整理しなければ

いけないという段階でございますので、これからですね、整理していきた

いというふうに考えております。 

【奥 会 長 】 準備書の段階では、明らかになるのでしょうか。 

【事 業 者 】 準備書の段階までに整理をして、お見せしたいというふうに思っており

ます。 

【田中伸治委員】 はい、分かりました。あと１点ですね、パークアンドライド駐車場の御
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説明で、既存の施設も活用するということも御説明されていたのですけれ

ども、既存施設には当然既存の需要があってそれが造られているわけです

ので、そこを利用しようと思うと、それを食ってしまわないと停められな

いですから、そのあたりもきちんと検討した上で、設定をしていただく必

要があろうかなというふうに思います。 

【奥 会 長 】 はい。いかがですか。 

【事 業 者 】 はい。ありがとうございます。例えばという形で、今申し上げましたけ

れども、そういった選定した場所については先生の御意見も踏まえて、し

っかり調整していきたいというふうに考えております。 

【田中伸治委員】 はい、分かりました。以上です。 

【奥 会 長 】 ありがとうございます。方法書段階で今、大気、振動、騒音、地域社会

の交通混雑のところで、開催中のところで「関係車両」という言葉を使っ

てらっしゃいますが、関係車両として想定されているのは、このパークア

ンドライドで来る車両とシャトルバスも入っているのですか。 

【事 業 者 】 想定してございます。 

【奥 会 長 】 想定しているのですね。だいたい何台ぐらいという想定がないと、予測

も評価もできないと思うのですが。 

【事 業 者 】 はい、その辺はしっかり今後整理していきたいというふうに考えてござ

います。 

【奥 会 長 】 はい、分かりました。お願いします。すいません、お待たせしました。

田中修三委員どうぞ。 

【田中修三委員】 水循環の湧水について、ちょっと関連して質問したいのですが。現時

点、この方法書の段階では、工事中については湧水の流量の調査、評価を

行うということになっていますが、一方で河川の方は評価項目には選定し

ないと。これは公園整備事業の方法書と同じような選定の項目及び理由に

なっているのですけれども、公園整備事業の方法書については意見を出し

ていまして、和泉川の上流域の流量というのは、その上流域の湧水の影響

を受ける可能性が高いということで、仮に湧水に何らかの大きな影響を及

ぼすようなことがあれば、和泉川の上流域の河川流量にも影響が出てくる

だろうということは、当然考えられるわけですね。河川を評価項目として

選ばなければいけないということではなくて、この湧水の流量の調査、そ

れから評価を行う中で和泉川の上流域の流量への影響も十分考慮していた

だきたいということを公園整備事業では申し上げているのですね。同じよ

うなことが、今回のこの園芸博覧会でも言えるのではないかと思います。

公園整備事業は方法書は出ましたけれど、まだその次の段階、確かまだ出

ていなかったと思いますので、どういう対応をなされるかは、私自身は知

らないのですけれども、その対応、公園整備事業の方と合わせて、やられ

た方がいいのではないかなと考えております。仮に、河川を評価項目とし

て選定しない場合でも、ただし書きみたいにして、湧水の流量調査結果に

基づいて和泉川上流域の流量についても、ある程度の適切な評価、あるい

は適切な把握という言葉が使ってありましたかね、把握をするよう努める

というような文言をどこかに入れていただいた方がいいのではないかなと

考えているのですけれども、これも公園整備事業の次の段階の準備書がど

ういう形で出てくるかを見てからになりますけれども、その辺を少し含み

置きいただきたいと考えています。以上です。 
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【奥 会 長 】 ありがとうございます。いかがですか。 

【事 業 者 】 ありがとうございます。和泉川の上流側のその湧水に関してなのですけ

れども、横浜市様の方でやられる公園整備事業の方ともですね、しっかり

連携といいましょうか、我々もその情報を共有しながら、考えていきたい

というふうに考えてございます。 

【奥 会 長 】 よろしいでしょうか。公園整備事業の方は、今どうなっているのでしょ

うか。事務局から補足ありますか。 

【事 業 局 】 はい、公園整備事業の方はですね、今先生がおっしゃったとおり、方法

書が終わった段階でして、今準備書に向けて御検討されているというふう

に聞いてございます。 

【奥 会 長 】 田中修三委員、そちらも見てからで。 

【田中修三委員】 そうですね、いつ頃出てくる予定ですか、今の段階では。公園整備事業

の方の準備書は。 

【事 業 局 】 いつといったところにつきましては、現在のところまだ不明確でござい

ます。 

【田中修三委員】 はい、そうですか。齟齬のないように整合のとれた内容にしていただけ

ればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【奥 会 長 】 はい、よろしくお願いします。他の委員の方はいかがでしょうか。よろ

しいですか。挙手されている方はいらっしゃらないようですので、では、

今回の事業者の皆様とのやりとりは以上とさせていただきます。それで

は、事業者の皆様ありがとうございました。御退出をお願いいたします。 

【事 業 者 】 ありがとうございました。 

 

オ 審議 

【奥 会 長 】 それでは審議に入ります。追加の御質問や御意見がありましたらお願い

いたします。 

追加ではよろしいですか。大丈夫ですね。はい、ありがとうございま

す。それでは、特に御意見等ないようでしたら、本件に関する審議はこれ

で終了といたします。 

  

（２）（仮称）北仲通北地区B-1地区新築工事 環境影響評価方法書について 

ア 指摘事項等一覧及び検討事項一覧について事務局が説明した。 

イ 質疑  

【奥 会 長 】 御説明ありがとうございました。まず、指摘事項等一覧については、何

か御指摘等ございますでしょうか。大丈夫でしょうか。そちらを踏まえて

検討事項一覧を作ってくださっていますが、では検討事項一覧について

は、いかがですか。こちらをベースに答申案を作っていただくということ

になりますが、漏れはないでしょうか。挙手されている方はいらっしゃら

ない…大丈夫ですかね。特に御意見等ございませんね。 

それでは、ないようでしたら事務局は本日の審議での御意見、特に出ま

せんでしたので、次回審査会に答申案を準備していただくということでお

願いしたいと思います。 

【事務 局 】 承知しました。 

【奥会 長 】 なお本日、田中稲子委員が御欠席ですけれども、温室効果ガスについて

は、事務局の方で田中稲子委員に内容確認をしていただくようにお願いい
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たします。 

【事 務 局 】 そのようにいたします。 

【奥 会 長 】 よろしくお願いいたします。では、委員の皆様の方から特に御発言ござ

いませんか。 

【菊本委員】 菊本です。 

【事 務 局 】 はい、どうぞ。 

【菊本委員】 基本的に取りまとめていただいた内容で良いと思うんですけど、1－5項

目とか、ZEH（ゼッチ）っていうのは、僕はよく知らなかったんですけ

ど、このネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略ですか。何かこういうも

のを目指してもらうと、より良いなっていうものは、回答で基本的にきち

んといただけていたりしても、こういうことを目指してくださいねとかっ

ていうことは、こういう最終的な意見に踏まえて反映させるということ

は、今まであったと思うんですけども、そういうふうな可能性のある意見

ってありますか。こういうことを目指しているだけだとより良いなってい

うような、そういう表現のなりうるものが他にありますかね。 

【奥 会 長 】 検討事項一覧に入っていないけれども、他にあるかってことですか。 

【菊本委員】 そうですね。このZEH（ゼッチ）っていうのも、もしこれ検討しますっ

て書いてあるので、是非目指してくださいねっていう書き方はできるのか

な。 

【事 務 局 】 ありがとうございます。今いただいたような、より上を目指していただ

きたいという趣旨での御意見はですね、検討事項の全般的事項のところで

ちょっとまとめてしまったので、伝わりにくくなっているきらいはあるか

と思うんですけれども、書かせていただいております。 

今、御指摘がありましたZEH（ゼッチ）に係る部分はですね、「住宅部分

での低炭素電気の選択を促す仕組み」ということで、ベーシックには共用

部について、低炭素電気の選択をしていきますというような御説明が事業

者様からありました。住宅の専有部分については、なかなか難しいけれど

も検討していくというような回答もありましたので、その部分についてよ

り御検討くださいといったような内容の検討事項になっております。もう

少し伝わりやすくした方がいいかもしれないなというふうに、今御意見を

伺ってと思っているところであります。 

【菊本委員】 分かりました。この御意見は、確か田中稲子先生がおっしゃった内容だ

ったと思うので、確認いただくときに、こんな感じの文言入れていただき

たいとかっていうその辺を御確認いただければなというそういう趣旨で

す。 

【事 務 局 】 分かりました。 

【菊本委員】 よろしくお願いします。 

【事 務 局 】 ありがとうございます。 

【奥 会 長 】 菊本委員、ありがとうございました。では、事務局の方で田中稲子委員

に御確認をください。 

【事 務 局 】 承知しました。 

【奥 会 長 】 それを踏まえて、次回答申案ですね。この案件について審議する際に、

答申案を御準備くださるようにお願いいたします。 

【事 務 局 】 ありがとうございます。 

【奥 会 長 】 ありがとうございます。他にはございませんか。大丈夫でしょうか。そ
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れでは他に御意見等ないようでしたら、本件に関する審議はこれで終了と

いたします。本日の審議内容については、後日、会議録（案）で御確認い

ただきますようお願いいたします。以上をもちまして、本日予定されてい

た議事はすべて終了しましたので、事務局にお返しいたします。 

【事 務 局 】 はい。それでは、本日の審査については、終了いたしました。傍聴の方

は御退室をお願いいたします。  

（傍聴者退出） 

  

資   料 ・２０２７年国際園芸博覧会に係る環境影響評価方法書について（諮問）

（写し） 事務局資料 

・２０２７年国際園芸博覧会 環境影響評価方法書に係る手続について 

事務局資料 

・２０２７年国際園芸博覧会 環境影響評価方法書の概要 事業者資料 

・（仮称）北仲通北地区B-1地区新築工事 環境影響評価方法書に関する指

摘事項等一覧 事務局資料 

・（仮称）北仲通北地区B-1地区新築工事 環境影響評価方法書に関する検

討事項一覧 事務局資料 

 

 


